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二
〇
一
四
年
八
月
一
〇
日
に
レ
ジ
ェ

ッ
プ
・
タ
イ
ッ
プ
・
エ
ル
ド
ア
ン
首
相

（
二
〇
〇
三
年
よ
り
在
任
）
が
ト
ル
コ

で
初
め
て
の
大
統
領
直
接
選
挙
に
よ
り

五
二
％
の
得
票
率
で
第
一
二
代
大
統
領

に
選
出
さ
れ
た
。
ト
ル
コ
憲
法
は
大
統

領
を
国
家
三
権
の
調
整
役
と
位
置
づ
け

て
い
る
が
、
エ
ル
ド
ア
ン
は
憲
法
改
正

に
よ
る
執
行
型
大
統
領
制
導
入
を
狙
っ

て
い
る
。
本
稿
で
は
、
エ
ル
ド
ア
ン
大

統
領
下
の
ト
ル
コ
政
治
経
済
を
、
二
〇

一
五
年
六
月
ま
で
に
実
施
さ
れ
る
次
期

総
選
挙
を
視
野
に
入
れ
て
分
析
す
る
。

●
執
行
型
大
統
領
へ

大
統
領
選
挙
戦
で
は
エ
ル
ド
ア
ン
が

現
職
の
立
場
を
最
大
限
に
利
用
し
て
選

挙
戦
を
展
開
し
た
。
遊
説
へ
の
移
動
は

公
用
車
や
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
使
い
、
全

国
の
街
頭
広
告
に
は
同
氏
の
宣
伝
が
至

る
所
に
張
ら
れ
た
。
公
共
放
送
の
Ｔ
Ｒ

Ｔ
は
そ
も
そ
も
与
党
偏
重
で
あ
る
の
に

加
え
、
民
間
メ
デ
ィ
ア
の
大
半
が
、
公

共
事
業
入
札
で
の
便
宜
を
得
た
い
実
業

家
に
所
有
さ
れ
て
い
る
の
で
与
党
公
正

発
展
党
（
Ａ
Ｋ
Ｐ
）
支
持
が
鮮
明
と
な

る
。
エ
ル
ド
ア
ン
は
、
二
〇
〇
一
年
経

済
危
機
翌
年
の
総
選
挙
で
単
独
政
権
を

築
い
た
後
、
イ
ス
ラ
ム
的
価
値
に
基
づ

く
教
育
・
社
会
政
策
お
よ
び
所
得
再
分

配
政
策
（
低
所
得
者
に
は
食
料
・
燃
料

配
給
な
ど
）
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、

多
数
派
民
主
主
義
（
選
挙
で
勝
利
し
た

多
数
派
が
す
べ
て
を
決
め
る
権
利
が
あ

る
と
す
る
）
を
実
現
し
て
き
た
。
昨
年

一
二
月
以
降
に
政
権
の
汚
職
が
暴
露
さ

れ
て
も
（
後
述
）、
価
値
観
対
立
と
再

分
配
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
多
数
派
の
支

持
は
揺
る
が
な
か
っ
た
。

ト
ル
コ
の
大
統
領
職
は
現
行
憲
法
で

は
国
家
三
権
の
調
整
役
で
あ
る
た
め
、

そ
の
政
治
的
権
限
は
限
定
的
で
あ
る
と

と
も
に
政
治
的
中
立
性
も
求
め
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
エ
ル
ド
ア
ン
は
執
行
型

大
統
領
に
な
る
こ
と
を
選
挙
戦
中
か
ら

公
言
し
、
現
行
憲
法
下
で
も
そ
れ
を
実

行
に
移
そ
う
と
し
て
い
る
。
二
〇
一
五

年
六
月
ま
で
に
行
わ
れ
る
次
期
総
選
挙

で
国
民
投
票
無
し
に
改
憲
可
能
な
国
会

議
席
三
分
の
二
を
確
保
し
て
憲
法
改
正

に
よ
り
、（
半
）
大
統
領
制
に
移
行
す

る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
。
エ
ル
ド
ア
ン

は
首
相
と
し
て
の
三
期
目
に
、
大
統
領

制
導
入
に
加
え
て
基
本
的
人
権
拡
大
な

ど
を
含
む
包
括
的
な
憲
法
改
正
を
試
み

て
部
分
的
な
合
意
が
積
み
上
が
っ
た
。

し
か
し
、
肝
心
の
大
統
領
制
導
入
へ
の

支
持
が
野
党
の
み
な
ら
ず
与
党
の
一
部

か
ら
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
憲
法

改
正
を
断
念
し
た
経
緯
が
あ
る
。

エ
ル
ド
ア
ン
は
現
在
、
三
期
目
に
試

み
た
よ
う
な
包
括
的
な
憲
法
改
正
を
想

定
し
て
い
な
い
。
単
に
大
統
領
が
行
政

に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
く
と
述
べ
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
中
央
主

権
化
し
て
い
る
ト
ル
コ
の
政
治
体
制
が

（
連
邦
制
化
な
ど
に
よ
り
）
中
央
政
府

の
権
限
を
地
方
に
移
譲
せ
ず
に
大
統
領

制
化
す
れ
ば
政
治
体
制
が
さ
ら
に
強
権

化
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
強

権
化
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
主

導
の
構
造
改
革
や
Ｅ
Ｕ
加
盟
交
渉
開
始

後
の
外
資
流
入
な
ど
に
よ
り
急
成
長
し

て
き
た
経
済
に
と
っ
て
も
大
き
な
懸
念

材
料
と
な
っ
て
い
る
。

●
経
済
が
政
治
へ
従
属

Ａ
Ｋ
Ｐ
政
権
は
過
去
一
二
年
間
で
経

済
優
先
か
ら
政
治
偏
重
に
変
遷
し
て
き

た
。
Ａ
Ｋ
Ｐ
政
権
第
一
期
の
二
〇
〇
二

〜
二
〇
〇
七
年
は
二
〇
〇
一
年
経
済
危

機
を
収
束
さ
せ
る
べ
く
Ｉ
Ｍ
Ｆ
ス
タ
ン

ド
バ
イ
支
援
を
受
け
な
が
ら
そ
の
条
件

で
あ
る
構
造
改
革
を
実
行
し
た
。
政
治

的
に
は
国
内
外
に
は
保
守
民
主
主
義
を

標
榜
し
、
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
に
対
す

る
国
内
外
の
懸
念
の
払
拭
に
努
め
た
。

し
か
し
二
〇
〇
七
年
に
総
選
挙
で
大
勝

（
得
票
率
四
七
％
）
す
る
と
、
そ
れ
を

Ａ
Ｋ
Ｐ
第
二
期
政
権
は「
国
民
の
信
任
」

と
捉
え
保
守
イ
ス
ラ
ム
主
義
へ
傾
倒
し

て
い
っ
た
。
多
く
の
世
論
調
査
は
、
こ

の
と
き
の
最
大
の
勝
因
は
経
済
安
定
化

だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
Ａ
Ｋ
Ｐ

政
権
は
二
〇
〇
八
年
に
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
と
の

ス
タ
ン
ド
バ
イ
取
極
を
更
新
せ
ず
、
経

済
改
革
の
機
運
は
遠
の
い
た
。
同
時
に
、

軍
部
や
世
俗
主
義
者
に
ク
ー
デ
タ
ー
容

疑
を
か
け
た
裁
判
（
エ
ル
ゲ
ネ
コ
ン
裁

判
や
鉄
槌
裁
判
）
を
後
押
し
し
、
Ａ
Ｋ

Ｐ
政
権
に
批
判
的
な
こ
れ
ら
の
勢
力
を

弱
体
化
さ
せ
た
。
二
〇
一
〇
年
憲
法
改

正
で
は
、
司
法
人
事
機
関
で
あ
る
判
事

検
事
最
高
委
員
会
に
司
法
府
以
外
か
ら

の
人
選
を
可
能
に
し
て
、
同
委
員
会
や

最
高
裁
判
所
に
親
政
権
勢
力
を
配
置
し

た
。二

〇
一
一
年
総
選
挙
で
は
再
び
国
民

の
半
数
（
五
〇
％
）
の
支
持
を
得
て
第

三
期
政
権
を
築
き
、
第
二
期
政
権
で
始
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ま
っ
た
経
済
政
策
の
政
治
化
を
さ
ら
に

進
め
た
。
第
一
に
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
経
済
改
革

の
実
施
を
担
っ
て
き
た
独
立
機
関
を
総

理
府
直
属
化
し
、
反
政
府
的
と
み
な
す

勢
力
を
抑
え
る
た
め
に
利
用
し
た
。
貯

蓄
預
金
保
険
基
金
が
新
聞
や
放
送
局
を
、

所
有
者
の
詐
欺
や
債
務
不
履
行
な
ど
を

理
由
に
接
収
し
、
与
党
寄
り
実
業
家
に

売
却
し
た
。
ま
た

資
本
市
場
局
と
銀

行
監
督
局
は
、
ゲ

ジ
抗
議
運
動
（
後

述
）
が
外
国
資
本

の
陰
謀
で
あ
る
と

の
エ
ル
ド
ア
ン
の

主
張
に
沿
っ
て
、
同
運
動
時
の
証
券
・

銀
行
取
引
記
録
を
調
査
し
た
。
加
え
て

省
庁
も
政
治
化
し
、
歳
入
省
が
（
ゲ
ジ

抗
議
時
に
避
難
し
た
デ
モ
参
加
者
を
傘

下
ホ
テ
ル
で
受
け
入
れ
た
）
コ
チ
・
グ

ル
ー
プ
に
対
し
て
、
そ
の
傘
下
製
油
会

社
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｒ
Ａ
Ｓ
へ
の
追
徴
課
税
や
ト

ル
コ
初
の
戦
艦
建
造
事
業
落
札
取
消
し

な
ど
の
経
済
制
裁
を
課
し
た
。

第
二
に
、
市
場
原
理
に
反
し
て
も
建

設
利
権
や
景
気
の
拡
大
を
重
視
す
る
経

済
政
策
が
採
ら
れ
て
き
た
。
イ
ス
タ
ン

ブ
ル
第
三
空
港
、
第
三
ボ
ス
ポ
ラ
ス
橋

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
、
土
地
収
用
が
大

き
な
利
権
を
生
む
一
方
で
資
金
調
達
が

疑
問
視
さ
れ
る
大
型
公
共
事
業
へ
の
参

加
企
業
の
債
務
を
財
務
省
が
保
証
し
、

将
来
的
な
財
政
負
担
の
可
能
性
が
生
ま

れ
た
。
中
央
銀
行
は
政
権
の
意
向
に
沿

っ
て
イ
ン
フ
レ
容
認
、
低
金
利
維
持
に

傾
い
て
い
た
が
（
図
１
）、
政
権
汚
職

捜
査
を
受
け
て
急
落
し
た
ト
ル
コ
通
貨

を
防
衛
す
る
た
め
に
金
利
引
き
上
げ
を

二
〇
一
四
年
一
月
に
行
っ
た
後
も
、
エ

ル
ド
ア
ン
は
「
金
利
は
イ
ン
フ
レ
の
原

因
で
結
果
で
は
な
い
」、「（
中
央
銀
行

の
）
独
立
性
と
は
何
を
言
っ
て
い
る
の

か
、
自
分
は
選
挙
で
信
任
さ
れ
た
」
な

ど
と
述
べ
、
金
利
引
き
下
げ
を
強
く
求

め
た
。
中
央
銀
行
上
級
役
員
五
名
が
六

月
に
解
任
さ
れ
、
ヌ
マ
ン
・
ク
ル
ト
ゥ

ル
ム
シ
ュ
Ａ
Ｋ
Ｐ
副
総
裁
は
「
軍
部
の

次
は
中
銀
の
権
限
見
直
し
」、
ニ
ハ
ト
・

ゼ
イ
ベ
ク
チ
経
済
相
は
「
金
利
を
一
月

二
九
日
以
前
の
水
準
へ
」
な
ど
と
発
言

し
て
エ
ル
ド
ア
ン
に
追
従
し
た
。
そ
の

結
果
中
央
銀
行
は
「
利
下
げ
」
と
「
見

送
り
」
の
折
衷
策
と
し
て
六
月
末
に
政

策
金
利
で
あ
る
一
週
間
物
レ
ポ
金
利
を

〇
・
七
五
ポ
イ
ン
ト
、
さ
ら
に
七
月
に

は
〇
・
五
ポ
イ
ン
ト
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き

下
げ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
イ
ン
フ

レ
の
目
標
値
を
実
現
値
が
上
回
る
こ
と

が
定
着
し
（
表
１
）、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
改
革
の

産
物
だ
っ
た
イ
ン
フ
レ
目
標
制
は
有
名

無
実
化
し
て
い
る
。

●
民
主
主
義
の
後
退

過
去
約
二
年
に
わ
た
り
ト
ル
コ
政
治

の
権
威
主
義
的
傾
向
の
強
ま
り
が
指
摘

さ
れ
て
き
た
。
選
挙
で
の
多
数
派
の
支

持
を
根
拠
に
Ａ
Ｋ
Ｐ
政
権
の
宗
教
保
守

的
価
値
観
を
国
家
制
度
に
反
映
す
る
傾

向
は
す
で
に
二
〇
一
三
年
五
月
の
酒
類

（％） 図 1　政策金利とインフレ率

（注）金利に変更があった時点でのデータのため、時間軸は等間隔ではない。
（出所）トルコ中央銀行ホームページ（http://www.tbmb.gov.tr）のデータより筆者作成。 

表 1　インフレ目標
目標値
（A）

実現値
（B）

達成度
（B-A）

中央銀行総裁

2002 35 29.7 -5.3 スュレイヤ・セルデンゲチティ

2003 20 18.4 -1.6

2004 12 9.3 -2.7

2005 8 7.7 -0.3

2006 5 9.7 4.7 ドゥルムシュ・ユルマズ

2007 4 8.4 4.4

2008 4 10.1 6.1

2009 7.5 6.5 -1

2010 6.5 6.4 -0.1

2011 5.5 10.4 4.9 エルデム・バシュチュ

2012 5 6.2 1.2

2013 5 7.4 2.4

2014 5 - -

（注）達成度は、値が小さいほど高い。
（出所）図 1と同じ。
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エルドアン大統領のトルコ

販
売
規
制
法
（
教
育
機
関
と
宗
教
施
設

か
ら
半
径
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
内
で
の

販
売
禁
止
）
な
ど
に
み
ら
れ
る
が
、
街

頭
示
威
行
動
の
み
な
ら
ず
言
論
に
よ
る

政
権
批
判
を
も
力
づ
く
で
押
さ
え
込
む

姿
勢
が
顕
著
に
な
っ
た
の
は
同
年
後
半

以
降
で
あ
る
。
ま
ず
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

の
ゲ
ジ
公
園
の
再
開
発
反
対
運
動
に
端

を
発
し
た
デ
モ
が
過
剰
な
警
察
力
で
弾

圧
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
抗
議
運
動
が
国

内
の
他
の
地
域
に
も

飛
び
火
し
た
。
政
権

は
こ
れ
ら
を
押
さ
え

込
ん
だ
あ
と
も
、
同

運
動
を
支
持
し
た
市

民
団
体
関
係
者
を
拘

束
し
た
り
、
ト
ル
コ

弁
護
士
連
盟
の
権
限

を
縮
小
す
る
法
案
を

成
立
さ
せ
た
り
、
ゲ

ジ
抗
議
運
動
を
自
己

検
閲
無
し
に
あ
り
の

ま
ま
に
報
道
し
た
新

聞
記
者
や
テ
レ
ビ
キ

ャ
ス
タ
ー
約
八
〇
名

近
く
を
解
雇
ま
た
は

辞
職
に
追
い
込
ん
だ

り
し
た
。
世
界
の
民

主
主
義
を
監
視
し
て

い
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
あ
る

フ
リ
ー
ダ
ム
ハ
ウ
ス

の
報
告
で
は
、
報
道
の
自
由
に
つ
い
て

の
ト
ル
コ
の
ス
コ
ア
は
二
〇
一
二
年
の

五
六
か
ら
二
〇
一
三
年
に
六
二
（
ア
ル

メ
ニ
ア
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
リ
ビ
ア
、
南

ス
ー
ダ
ン
と
同
じ
ス
コ
ア
）
へ
と
一
挙

に
下
が
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
ト
ル
コ
の

自
由
度
区
分
は
そ
れ
ま
で
の「
半
自
由
」

か
ら
「
非
自
由
」
へ
転
落
し
た
（
図
２
）。

次
に
、
一
一
月
に
進
学
・
学
習
塾
の

廃
止
計
画
が
発
表
さ
れ
た
こ
と
で
、
Ａ

Ｋ
Ｐ
政
権
と
そ
の
最
大
の
支
持
組
織
だ

っ
た
イ
ス
ラ
ム
運
動
ギ
ュ
レ
ン
派
と
の

対
立
が
決
定
的
に
な
っ
た
。
ギ
ュ
レ
ン

派
は
漸
進
的
イ
ス
ラ
ム
主
義
で
穏
健
派

と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
奨
学
金
、
学
生

寮
、
進
学
・
学
習
塾
の
運
営
に
よ
り
官

僚
候
補
と
な
る
学
生
を
勧
誘
し
て
き
た

同
派
に
と
っ
て
、
進
学
・
学
習
塾
は
資

金
・
人
材
獲
得
の
た
め
の
最
大
の
源
で

あ
る
。
Ａ
Ｋ
Ｐ
政
権
は
軍
部
の
影
響
力

を
削
ぐ
た
め
ギ
ュ
レ
ン
派
が
警
察
や
司

法
府
な
ど
の
国
家
組
織
へ
浸
透
す
る
の

を
二
〇
〇
四
年
頃
か
ら
許
し
て
き
た
。

そ
し
て
同
派
が
前
述
の
ク
ー
デ
タ
ー
容

疑
裁
判
や
同
派
に
批
判
的
な
マ
ス
コ
ミ

人
を
も
標
的
に
し
た
裁
判
を
画
策
し
た

と
さ
れ
る
。

同
派
と
Ａ
Ｋ
Ｐ
政
権
の
対
立
の
き
っ

か
け
は
ク
ー
デ
タ
ー
容
疑
裁
判
で
二
〇

〇
人
以
上
の
軍
人
が
拘
束
さ
れ
た
こ
と

で
共
通
の
敵
が
な
く
な
っ
た
後
に
、
両

者
の
潜
在
的
対
立
点
が
表
面
化
し
た
こ

と
で
あ
る
。
ギ
ュ
レ
ン
派
は
対
外
的
に

は
親
米
、
国
内
的
に
は
ト
ル
コ
・
イ
ス

ラ
ム
主
義
で
ク
ル
ド
民
族
主
義
に
は
敵

対
的
で
あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
Ａ
Ｋ
Ｐ
政
権
は
二
〇
〇

九
年
ダ
ボ
ス
会
議
で
の
エ
ル
ド
ア
ン
首

相
（
当
時
）
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ペ
レ
ス

大
統
領
（
同
）
と
の
口
論
、
二
〇
一
〇

年
ガ
ザ
支
援
船
事
件
と
そ
の
後
の
対
イ

ス
ラ
エ
ル
外
交
関
係
凍
結
な
ど
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
反
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ア
メ
リ

カ
姿
勢
を
強
め
た
。
ま
た
Ａ
Ｋ
Ｐ
政
権

は
ク
ル
ド
独
立
を
求
め
て
武
争
闘
争
を

続
け
て
き
た
ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
労
働
党

（
Ｐ
Ｋ
Ｋ
）
と
和
解
交
渉
を
進
め
て
き

た
。
二
〇
一
二
年
に
は
ギ
ュ
レ
ン
派
の

影
響
下
に
あ
る
検
察
が
和
平
交
渉
担
当

者
の
身
柄
の
拘
束
を
試
み
る
が
エ
ル
ド

ア
ン
首
相
が
急
遽
法
改
正
に
よ
り
そ
の

試
み
を
阻
止
す
る
と
い
う
出
来
事
も
起

き
て
い
る
。

ギ
ュ
レ
ン
派
が
そ
の
後
Ａ
Ｋ
Ｐ
政
権

へ
反
撃
し
た
こ
と
が
、
ゲ
ジ
抗
議
運
動

以
降
の
Ａ
Ｋ
Ｐ
政
権
の
強
権
化
に
拍
車

を
か
け
た
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、
二
〇

一
二
年
一
二
月
一
七
日
に
三
閣
僚
の
息

子
と
国
営
銀
行
総
裁
な
ど
が
、
イ
ラ
ン

へ
の
金
輸
出
に
関
す
る
汚
職
容
疑
で
逮

捕
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
同
月
二
五
日

に
は
別
の
汚
職
容
疑
で
エ
ル
ド
ア
ン
首

相
の
息
子
ビ
ラ
ル
な
ど
へ
の
捜
査
が
計

画
さ
れ
て
い
た
。
検
察
と
警
察
に
浸
透

し
て
い
た
ギ
ュ
レ
ン
派
が
こ
の
汚
職
捜

査
を
主
導
し
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

同
時
に
、
汚
職
へ
の
関
与
を
示
唆
す
る

映
像
や
通
話
録
音
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
に
流
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
エ
ル

ド
ア
ン
は
内
閣
改
造
で
四
閣
僚
を
更
迭

し
て
責
任
を
取
ら
せ
る
一
方
、
警
察
担

当
者
を
数
千
人
の
規
模
で
、
ま
た
検
察

図 2　トルコにおける報道の自由：フリーダムハウスのスコア

（注） 報道の自由 があるほどスコアは小さい。自由：1-30；半自由：31-60；非自由：61-100。
（出所） Freedomhouse のウエブサイト（http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press.）より筆者作成。
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官
や
判
事
も
大
幅
に
配
置
転
換
し
て
汚

職
捜
査
を
力
尽
く
で
阻
止
し
た
。

さ
ら
に
検
察
と
警
察
の
ギ
ュ
レ
ン
派

を
一
掃
す
る
と
の
理
由
で
大
幅
な
人
事

異
動
が
行
わ
れ
た
。
た
だ
し
実
際
に
は

検
察
や
警
察
の
ギ
ュ
レ
ン
派
を
正
確
に

特
定
で
き
て
い
な
い
た
め
、
ま
ず
は
現

職
者
を
解
任
し
、
Ａ
Ｋ
Ｐ
政
権
に
近
い

人
員
が
充
て
ら
れ
た
。
二
〇
一
四
年
一

月
に
は
法
相
が
（
構
成
員
で
は
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
）
参
加
し
た
判
事
検
事

最
高
会
議
で
大
幅
異
動
が
行
わ
れ
た
。

警
察
庁
密
輸
組
織
犯
罪
対
策
局
で
は
全

員
が
異
動
さ
れ
た
。
二
月
に
は
判
事
検

事
最
高
会
議
を
行
政
府
に
従
属
さ
せ
る

法
改
正
に
よ
り
現
職
委
員
の
任
期
を
終

了
さ
せ
る
と
と
も
に
、
監
査
部
長
任
命

お
よ
び
全
委
員
の
部
門
間
異
動
権
限
が

法
相
に
与
え
ら
れ
た
。
ま
た
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
規
制
法
の
改
訂
で
、
急
を
要
す

場
合
、
政
府
が
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
に
対
し
、

四
時
間
以
内
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
サ

イ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
禁
止
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
っ
た
。
三
月
に
は
政
府
が

T
w
itter

やY
ouT
ube

へ
の
ア
ク
セ
ス

を
遮
断
し
た
（
た
だ
し
四
月
に
憲
法
裁

判
所
判
決
を
受
け
、T

w
itter

とY
ou 

T
ube

へ
の
ア
ク
セ
ス
が
解
禁
さ
れ
た
。

九
月
に
上
記
の
ア
ク
セ
ス
禁
止
を
合
法

化
す
る
法
律
が
成
立
し
た
が
再
び
憲
法

裁
判
所
が
違
憲
判
決
を
下
し
た
）。

Ａ
Ｋ
Ｐ
政
権
は
汚
職
捜
査
後
の
二
〇

一
四
年
三
月
の
統
一
地
方
選
挙
で
勝
利

し
た
。Ａ
Ｋ
Ｐ
支
持
率
は
四
五
％
で（
選

挙
区
割
り
の
変
更
が
あ
っ
た
も
の
の
）

前
回
の
二
〇
〇
九
年
統
一
地
方
選
挙
で

の
三
八
％
を
上
回
っ
た
。
そ
の
勝
因
は
、

一
般
的
に
言
っ
て
汚
職
が
与
党
支
持
率

を
大
き
く
減
少
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
こ

と
に
加
え
、
低
所
得
者
へ
の
再
分
配
政

策
や
エ
ル
ド
ア
ン
の
過
激
な
言
説
で
意

図
的
に
世
論
の
両
極
化
を
進
め
て
支
持

構
造
を
固
定
化
し
た
こ
と
、
全
国
都
市

の
過
半
数
が
Ａ
Ｋ
Ｐ
市
政
で
強
力
な
選

挙
組
織
と
な
る
こ
と
な
ど
に
求
め
ら
れ

る
。
同
選
挙
で
ギ
ュ
レ
ン
派
に
よ
る
反

Ａ
Ｋ
Ｐ
選
挙
運
動
の
効
果
が
ほ
と
ん
ど

み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
Ａ
Ｋ
Ｐ
政
権

を
さ
ら
に
勢
い
づ
け
た
。
政
権
は
警
察

組
織
を
中
心
と
し
て
ギ
ュ
レ
ン
派
粛
正

を
続
け
る
一
方
、
前
年
一
一
月
に
ギ
ュ

レ
ン
派
の
抗
議
を
受
け
て
一
時
見
合
わ

せ
て
い
た
学
習
・
進
学
塾
廃
止
法
案
を

四
月
に
成
立
さ
せ
た
。

●
新
内
閣
は
次
期
総
選
挙
ま
で
の

つ
な
ぎ
政
権

九
月
に
成
立
し
た
新
内
閣
へ
の
エ
ル

ド
ア
ン
の
影
は
濃
い
。
憲
法
で
は
大
統

領
に
選
出
さ
れ
た
者
は
政
党
と
の
関
係

を
絶
た
れ
る
と
の
定
め
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
エ
ル
ド
ア
ン
は
大
統
領
に

選
出
さ
れ
た
後
も
Ａ
Ｋ
Ｐ
党
大
会
に
参

加
し
、
後
継
総
裁
・
首
相
と
し
て
ア
フ

メ
ッ
ト
・
ダ
ウ
ト
ー
ル
外
相
を
指
名
、

同
氏
が
単
独
候
補
と
し
て
総
裁
に
選
出

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ダ
ウ
ト
ー
ル
政
権

発
足
に
よ
り
前
政
権
か
ら
四
閣
僚
の
交

代
が
あ
っ
た
が
、
最
も
重
要
な
の
は
エ

ル
ド
ア
ン
大
統
領
の
側
近
で
あ
る
ヤ
ル

チ
ュ
ン
・
ア
ク
ド
ア
ン
Ａ
Ｋ
Ｐ
国
会
議

員
（
エ
ル
ド
ア
ン
の
筆
頭
顧
問
）
と
ヌ

マ
ン
・
ク
ル
ト
ゥ
ル
ム
シ
ュ
Ａ
Ｋ
Ｐ
副

総
裁
（
元
イ
ス
ラ
ム
派
小
政
党
党
首
で

エ
ル
ド
ア
ン
に
請
わ
れ
て
入
党
し
た
。

非
国
会
議
員
）
が
副
首
相
と
し
て
入
閣

し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
エ
ル

ド
ア
ン
大
統
領
が
ダ
ウ
ト
ー
ル
首
相
を

監
督
す
る
構
図
が
で
き
あ
が
っ
た
。

経
済
政
策
で
評
価
が
高
い
も
の
の
エ

ル
ド
ア
ン
と
政
策
上
の
対
立
が
生
じ
て

い
た
ア
リ
・
バ
バ
ジ
ャ
ン
副
首
相
の
去

就
も
注
目
さ
れ
て
い
た
が
、
ダ
ウ
ト
ー

ル
首
相
は
経
済
政
策
の
継
続
性
を
内
外

に
示
す
た
め
に
も
、
バ
バ
ジ
ャ
ン
副
首

相
の
留
任
を
本
人
に
求
め
た
。
バ
バ
ジ

ャ
ン
は
そ
の
条
件
と
し
て
メ
フ
メ
ッ
ト

・
シ
ム
シ
ェ
ク
財
務
相
の
留
任
を
認
め

さ
せ
た
。
市
場
の
信
頼
を
得
ら
れ
る
こ

の
二
人
の
閣
僚
は
留
任
し
た
が
、
バ
バ

ジ
ャ
ン
は
す
で
に
国
会
議
員
三
期
目
に

入
っ
て
い
る
た
め
、
Ａ
Ｋ
Ｐ
の
党
綱
領

に
従
え
ば
次
期
総
選
挙
に
は
出
馬
で
き

な
い
し
、
非
エ
ル
ド
ア
ン
派
で
あ
る
た

め
非
議
員
と
し
て
の
入
閣
も
期
待
で
き

な
い
。
前
大
統
領
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
・

ギ
ュ
ル
に
近
い
閣
僚
の
な
か
で
は
、
今

回
の
大
統
領
選
に
際
し
て
、
大
統
領
に

ギ
ュ
ル
（
再
選
）
を
、
首
相
に
バ
バ
ジ

ャ
ン
を
推
し
た
ベ
シ
ル
・
ア
タ
ラ
イ
副

首
相
が
新
内
閣
か
ら
外
さ
れ
た
他
は
、

自
席
を
維
持
し
た
。
そ
れ
は
次
期
総
選

挙
ま
で
の
短
い
間
に
ギ
ュ
ル
派
と
の
対

決
を
避
け
る
の
が
賢
明
で
あ
る
と
の
エ

ル
ド
ア
ン
ら
の
判
断
に
よ
る
（Cum

-
huriyet

紙
、二
〇
一
四
年
八
月
二
九
日
）。

ダ
ウ
ト
ー
ル
首
相
は
二
〇
一
五
年
六

月
ま
で
に
行
わ
れ
る
総
選
挙
で
、
最
低

で
も
、
国
民
投
票
を
条
件
と
し
た
憲
法

改
正
を
可
能
に
す
る
国
会
議
席
五
分
の

三
を
得
ら
れ
な
け
れ
ば
首
相
続
投
を
期

待
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
エ
ル
ド
ア
ン

大
統
領
の
意
向
を
尊
重
す
る
も
の
の
、

有
権
者
の
与
党
支
持
に
決
定
的
な
影
響

力
を
与
え
る
経
済
の
舵
取
り
を
最
優
先

せ
ざ
る
を
得
な
い
。
所
信
表
明
演
説
で

は
変
動
相
場
制
の
維
持
と
中
央
銀
行
の

独
立
性
と
物
価
安
定
の
使
命
を
強
調
し

た
。
た
だ
し
、
エ
ル
ド
ア
ン
大
統
領
が

首
相
の
所
信
表
明
原
稿
か
ら
変
動
相
場

制
維
持
の
文
言
を
削
除
し
て
い
た
と
の

報
道
も
あ
り
、
ダ
ウ
ト
ー
ル
首
相
は
忠

誠
と
実
績
の
均
衡
に
腐
心
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
も
そ
も
学
者
出
身
で
首
相
外
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エルドアン大統領のトルコ

交
顧
問
か
ら
二
〇
〇
七
年
に
初
め
て
国

会
議
員
に
選
出
さ
れ
た
ダ
ウ
ト
ー
ル
の

党
内
基
盤
も
盤
石
と
は
い
え
な
い
。

バ
バ
ジ
ャ
ン
副
首
相
は
九
月
の
金
融

関
係
者
へ
の
記
者
会
見
で
対
外
借
り
入

れ
に
よ
る
成
長
は
持
続
不
可
能
で
あ
り
、

直
接
投
資
呼
び
込
み
が
必
要
で
あ
る
こ

と
、
投
資
家
は
金
利
だ
け
で
は
判
断
せ

ず
政
治
経
済
制
度
の
信
頼
度
を
よ
り
重

視
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
首
相
も
新

聞
記
者
と
の
会
見
で
一
一
月
ま
で
に
経

済
構
造
改
革
案
を
提
示
す
る
と
述
べ
た
。

経
済
に
お
け
る
製
造
業
の
比
率
は
一
九

九
八
年
の
二
三
・
六
％
か
ら
二
〇
一
四

年
前
半
の
一
六
・
五
％
へ
低
下
し
て
い

る
。
首
相
は
実
体
経
済
が
成
長
せ
ず
貨

幣
経
済
が
膨
張
す
る
こ
と
は
経
済
危
機

を
招
く
と
警
告
を
発
し
た
（Hürriyet

紙
、
二
〇
一
四
年

九
月
一
五
日
）。た

だ
し
改
革
は
選
挙

前
と
後
に
分
け
て

実
施
さ
れ
る
こ
と

か
ら
抜
本
的
な
改

革
は
総
選
挙
後
に

持
ち
越
さ
れ
る
公

算
が
強
い
。

他
方
、
Ａ
Ｋ
Ｐ

政
権
三
期
目
に
顕

著
に
な
っ
た
経
済

政
策
の
政
治
化
は

続
い
て
い
る
。
ダ

ウ
ト
ー
ル
首
相
は

検
察
官
と
判
事
や

大
学
教
官
の
賃
金

引
き
上
げ
を
約
束

し
た
が
こ
れ
は
他

の
公
務
員
の
賃
金

引
き
上
げ
要
求
に

火
を
付
け
か
ね
な

い
。
エ
ル
ド
ア
ン
大
統
領
は
ギ
ュ
レ
ン

派
の
所
有
す
る
ア
ジ
ア
銀
行
を
営
業
停

止
さ
せ
る
た
め
に
「
銀
行
規
制
監
督
局

は
決
断
を
下
す
べ
き
」
と
公
言
し
て
圧

力
を
か
け
た
。
ア
ジ
ア
銀
行
は
イ
ス
タ

ン
ブ
ル
株
式
市
場
で
も
取
引
一
時
禁
止

措
置
を
受
け
た
。
ま
た
対
外
経
済
関
係

団
体
の
連
合
会
で
あ
る
対
外
経
済
関
係

評
議
会
（
Ｄ
Ｅ
Ｉ
Ｋ
）
の
人
事
と
予
算

が
経
済
省
の
省
令
で
定
め
ら
れ
る
と
し

た
法
律
が
九
月
に
成
立
し
た
。（
会
頭

を
ト
ル
コ
商
工
会
議
所
連
盟
会
頭
が
務

め
る
）
Ｄ
Ｅ
Ｉ
Ｋ
は
ト
ル
コ
の
対
外
経

済
関
係
団
体
で
中
心
的
役
割
を
果
た
し

て
き
た
が
、
Ａ
Ｋ
Ｐ
政
権
下
で
は
一
時
、

ギ
ュ
レ
ン
派
系
の
企
業
が
参
加
す
る
Ｔ

Ｕ
Ｓ
Ｋ
Ｏ
Ｍ
が
Ｄ
Ｅ
Ｉ
Ｋ
を
凌
駕
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
ギ
ュ
レ
ン
派
と
Ａ
Ｋ

Ｐ
政
権
と
の
悪
化
関
係
が
表
面
化
し
た

二
〇
一
三
年
以
降
、
対
外
経
済
関
係
の

民
間
部
門
内
の
調
整
役
は
再
び
Ｄ
Ｅ
Ｉ

Ｋ
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
が
、
Ａ
Ｋ
Ｐ
政

権
は
Ｄ
Ｅ
Ｉ
Ｋ
を
自
党
勢
力
の
任
官
先

と
し
よ
う
と
し
て
い
る
（Hürriyet

紙
、

二
〇
一
四
年
九
月
二
九
日
）。
こ
れ
に

抗
議
す
る
形
で
、
ト
ル
コ
商
工
会
議
所

連
盟
会
頭
は
Ｄ
Ｅ
Ｉ
Ｋ
の
理
事
会
の
全

会
一
致
の「
賛
同
」の
も
と
に
辞
任
し
た
。

汚
職
捜
査
時
に
急
落
し
た
実
質
実
効

相
場
は
、
二
〇
一
四
年
三
月
の
統
一
地

方
選
挙
で
の
与
党
勝
利
を
受
け
て
一
度

は
揺
れ
戻
し
た
が
八
月
に
エ
ル
ド
ア
ン

が
予
想
ど
お
り
大
統
領
選
挙
で
勝
利
し

て
も
そ
れ
以
上
回
復
し
な
か
っ
た
（
図

３
）。
し
か
も
ア
メ
リ
カ
の
金
利
引
き

上
げ
観
測
が
拡
が
る
と
と
も
に
ト
ル
コ

の
対
「
イ
ス
ラ
ム
国
」
攻
撃
連
合
へ
の

参
加
が
見
込
ま
れ
る
な
か
、
ト
ル
コ
リ

ラ
へ
の
切
り
下
げ
圧
力
が
か
か
っ
て
い

る
（H

ürriyet

紙
、
二
〇
一
四
年
九
月

三
〇
日
）。
同
時
に
、「
イ
ス
ラ
ム
国
」

の
シ
リ
ア
内
ク
ル
ド
人
へ
の
攻
撃
を
ト

ル
コ
政
府
が
「
傍
観
」
し
て
い
る
と
す

る
ク
ル
ド
民
族
主
義
勢
力
の
抗
議
運
動

も
勃
発
し
て
い
る
。
変
動
相
場
制
度
が

維
持
さ
れ
て
い
る
限
り
二
〇
〇
一
年
の

よ
う
な
通
貨
危
機
の
発
生
は
考
え
に
く

い
が
、
経
済
の
成
長
力
回
復
と
脆
弱
性

克
服
の
た
め
の
具
体
的
政
策
は
ま
だ
提

示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
試
金
石
と
し

て
、
一
一
月
ま
で
に
発
表
さ
れ
る
経
済

構
造
改
革
案
が
注
目
さ
れ
る
。

（
は
ざ
ま　

や
す
し
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所　

中
東
研
究
グ
ル
ー
プ
）

図 3　トルコリラ実質効為替相場（1999年1月～ 2014年9月）

（注）2005年平均値を100とする。 
（出所）図 1と同じ。


